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■案内広告物に関する先進国・先進地での参考事例の収集・整理 

1. 案内広告物の定義 

道標     ：道路を通行する人の便宜のために木、石又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成された

ものであって、土地に建植され、地名又は公共的な建物、施設等の方向、里程などを表示するも

の 

案内図板等：木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、土地に建植され、又は建

築物(塀を含む。)の壁面を利用して取り付けられ、事業所、営業所若しくは作業場(以下「事業所

等」という。)を案内するための図表を表示するもの又は土地に建植され、公共的な広告内容を表

示するもの 

案内板   ：道路を通行する人の便宜のために木、石又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成された

ものであって、土地に建植され、建築物(塀を含む。)の壁面を利用して取り付けられ、又は電柱に

巻き付けられ、若しくは取り付けられ、事業所等の方向、里程等を表示するもの（案内に要する面

積は表示面積の 1/3 以上に限る。） 
 

 

2. 案内広告物の事例収集について 
事例収集の対象は、上記の「道標」「案内図板等」「案内板」を対象とし、独立広告物における事

例を収集する。 
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3. 参考事例の収集・整理の一覧 

分類 国内外 先進国・先進地名 主な事例の内容 

道標 

海外 

フランス ・色彩の制限 

・地域における制限（市街地・農村部等） 

スペイン ・色彩 

ドイツ ・色彩 

ドイツ ・規格 

国内 

静岡県 ・文字（ピクトグラム、ユニバーサルデザイン） 

・広告物同士（合体表記→分離表記） 

岡山県総社市 

（旧山手村） 

・文字（ピクトグラム） 

兵庫県篠山市 ・広告物同士（数量制限） 

・範囲における制限（施設内 10km 以内） 

和歌山県 ・世界遺産シンボルマークの追加 

案内図板等 

海外 フランス ・観光税徴収（自治体単位にて） 

国内 

静岡県 ・案内図板等の仕様の統一 

・文字（ピクトグラム、ユニバーサルデザイン） 

京都府京都市 ・鉄道とバスの連携（時刻表・乗場案内表示） 

静岡県菊川市 ・規格、面積、相互間距離の規制 

和歌山県 ・文字（ピクトグラム）を共通 

案内板 海外 

オーストラリア  

ニューサウスウェール

ズ州 

・地域における制限（市街地・農村部等） 

・範囲における制限（一つの敷地には数を限定） 

・スカイラインを妨げない 

・道路橋との関係 

ドイツ バーデン ・アウトバーン（高速道路）での看板規制 

・違反広告物の撤去 

ドイツ 〔アウトバーン（高速道路）〕 

・色彩（茶系で統一） 

スイス ・相互間距離の規制 

アメリカ 

カリフォルニア州 

・集合案内広告物 

・規格の制限 

・地域における制限（高速道路・農村部） 

アメリカ  

コロラド州 

・相互間距離の規制（市街地・農村部等） 
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分類 国内外 先進国・先進地名 主な事例の内容 

案内板 海外 

アメリカ  

コロラド州 

・集合案内広告物 

・規格の制限 

・地域における制限（高速道路・農村部） 

アメリカ ・LOGOS（高速道路）、TODS（農村部）の事例 

アメリカ 

モンタナ州 

・範囲における制限（インターチェンジ周辺規制） 

・規格（高さ）の規制 

スイス ・位置の制限 

韓国 ソウル市 ・表示内容、素材、色彩、余白、文字の規制 

中国 ・大きさを規制 

ケニア ナイロビ ・スカイラインを阻害する事例 

案内板 国内 

奈良県奈良市 ・色彩の規制 

富山県 ・集合案内 

富山県（富山県内の IC） ・インターチェンジ周辺 

奈良県香芝逢坂の交差

点 

・景観配慮型の広告への改修 

神奈川県横浜市 

保土ヶ谷バイパス 

・違反広告物の撤去 

神奈川県鎌倉市 ・色彩・デザインを誘導 

福井県 

（磐梯山猪苗代地区） 

・集合案内広告物 

石川県金沢市 

（湯桶街道） 

・集合案内広告物（維持管理費徴収） 

山梨県山中湖村 ・違反広告物の撤去 

山梨県富士河口湖町 ・違反広告物の改善 

山梨県富士河口湖町 ・集合案内広告物 

山梨県富士宮市 ・集合案内広告物 

・違反広告物の撤去 

山梨県富士河口湖町 ・集合案内広告物 

・形状の統一 

・盤面色彩の統一 

成田地域（千葉県） ・文字（ユニバーサルデザイン） 

静岡県富士市 ・地域における制限 

九州横断の道 

やまなみハイウェイ 

・地域住民による看板のあり方検討 

福岡県古賀市 ・適合させるよう指導 

・違反広告物の撤去 

その他 国内 

宮城県仙台市 ・文字（ピクトグラム、ユニバーサルデザイン） 

群馬県富岡市 ・地色、色数を制限 

・イメージしやすい統一したイラストを入れる 
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分類 国内外 先進国・先進地名 主な事例の内容 

その他 

国内 

宮城県仙台市 ・文字（ピクトグラム、ユニバーサルデザイン） 

群馬県富岡市 ・地色、色数を制限 

・イメージしやすい統一したイラストを入れる 

海外 
アメリカ ・色彩に配慮した事例（茶系使用） 

イギリス ・色彩に配慮した事例（茶系使用） 

国内 

新潟県 ・観光施設案内の面積・高さ優遇 

青森県五所川原市 ・観光施設案内等の後退距離撤廃 

秋田県 ・観光地の広告物の規制緩和（禁止地域に掲示） 

海外 
アメリカ ・施設用途、駐車場台数、来訪者数などを基準に、

州ごとに規制緩和 
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4. 道標 
4-1. 先進国の事例 

◇先進国名 

フランス 

 
◇出典 

国交省第 2 回観光活性化標識

ガイドライン検討会＜資料 2＞

都市保全計画／西村幸夫著 

 

 

◇状況 

 

 

 

 

 

 
●一般道路の地点、方向、距離案内標識 

色分けは、近距離：白、遠距離：緑として決められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●ツーリストサイン：県単位にて整備している 

色分けについては、統一されていないため、茶色であったり、

赤であったりとそれぞれ県の考え方に基づいて整備されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 
宿泊施設表示           地点名表示 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・広告物の掲出は原則的に市

街地に限られ、それ以外の農

村部では広告物許可地区で

許可される以外では掲出が禁

止される。市街地内部におい

ても指定及び登録歴史的建

造物や指定景勝地、国立公

園などでは一律に広告物の

掲出が禁止される。 

・また、指定及び登録歴史的建

造物や指定景勝地の周辺域

半径 500ｍにかけられている

景観規制区域、保全地区など

も基本的に広告物の掲出が

規制されるが、地域の観光活

性化に資するために指定され

る地区では、歴史的建造物の

案内表示などを可能とするな

ど緩和措置がある。 
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◇先進国名 

スペイン 

 
◇出典 

松本市景観計画デザインマニ

ュアル 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・サインの盤面に森林の画像を

用い、周囲の自然景観に同

化させたサイン 

 

◇先進国名 

ドイツ 

 
◇出典 

屋外広告の知識 2 デザイン編 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・情報の区分が色彩によって明

確になっている交通標識 
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◇先進国名 

ドイツ 

 
◇出典 

signs03 2014 年 3 月 1 日発行 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・景観整備に関する条例 

ドイツの景観を守る法的な体

系には、大きく三つ、連邦建設

法典、連邦自然保護法、各州

で制定される記念物保護法が

ある。ドイツは連邦制なので、

連邦建設法典に基づいた建築

法が各州で制定され、これらに

基づき、さらに自治体が建設管

理計画の策定をする。 

自治体の作成する計画は 2

種、自治体全域の土地利用を

示す F プラン「土地利用計画」

と B プランと呼ばれる「地区詳

細計画」がある。この B プラン、

または地区で定められる建築

形成条例によって、景観に関

する詳細の規制が決定される。

その規制内容は街区道路、屋

根の傾斜、棟方向、屋根材や

色、窓の形など多岐にわたり、

建築形成条例では広告物や垣

根の高さも規制の対象とするこ

とができる。 
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4-2. 国内先進地の事例 

◇県・市町村名 

静岡県 

 
◇出典 

静岡県公共サイン整備行動計

画（平成 20 年 12 月） 

◇状況 

＜現行＞ 

●地域独自のイラストは意味が分からない 

 

 

 

 

 

 
＜変更案＞ 

●ピクトグラム単独で意味が分かる 

●遠望からの視認性に優れている 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

【ユニバーサルデザインへの対

応（国際化）】 

ピクトグラムの活用の徹底 

・ユニバーサルデザインの観点

から、ピクトグラムによる表記を

基本としました。なお、使用す

るピクトグラムは国際的に通用

する標準案内用図記号（一部

JIS 化）を原則としました。 

◇制限・誘導の内容 

【円滑な移動の確保（わかりや

すさ）】 

わかりやすい道路案内標識へ

の改善 

・表示地名の適正化 

・わかりにくい「合体標識」を分

離設置 

 

◇状況 

＜現行＞ 

●板面が煩雑で瞬時に読み切れない 

 

 

 

 

 

 
＜変更案＞ 

●利用目的別にシンプルに 
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◇制限・誘導の内容 

【ユニバーサルデザインへの対

応（国際化）】 

道路案内標識への英字サイズ

の拡大表示 

・英字サイズの拡大（従来の 1.3

倍） 

・外国人利用者が理解できる英

語表記 

◇状況 

＜現行＞ 

 

 

 

 

 

 
＜変更案＞ 

●英字サイズを 30％拡大 

●ローマ字（発音のまま）を英語（意味）に 

 

 

 

 

 

 
 

◇制限・誘導の内容 

【ユニバーサルデザインへの対

応（国際化）】 

公共サインに表示する英語名

称の統一 

◇状況 

＜現行＞ 

●1 つの名称に複数の表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜変更案＞ 

●英語表記の統一（イメージ） 
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◇県・市町村名 

岡山県総社市（旧山手村） 

 
◇出典 

日本デザイン学会誌 第４号  

研究ノート 山手村案内サインと誘

導サインのデザイン 

◇状況 

●誘導サイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・サインとしての視認性を高めるた

め、案内サインのイラストイメージ

を基に、ピクトグラムを作成し、使

用した。 

・ピクトグラムにおいては、単色変

換の線によるハーフトーン表現

を採用し、イラストレーションのイ

メージを損ねないようにすると共

に、独自性及び統一性の表現

手段として利用。 

 

 

 

 

 

◇状況 

●誘導サインのためのピクトグラム 
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◇県・市町村名 

兵庫県篠山市 

 
◇出典 

signs（No.7）【H28】（一般社団

法人 日本屋外広告業団体連

合会） 

篠山市「屋外広告物」による景

観形成の取り組み 

◇状況 

・二本支柱で、高さを低く抑えた設置事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・ガイドラインに基づく、二本支

柱のデザイン 

・案内誘導広告物の乱立防止 

→案内誘導広告物の誘導距離

を掲出数量を定めた。案内

誘 導 は 施 設 が 立 地 す る

10km 以内、掲出数量は 5 枚

以下とした。 

 

◇県・市町村名 

和歌山県 

 
◇出典 

国交省第 1 回観光活性化標識

ガイドライン検討会＜資料 4＞ 

◇状況 

＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・世界遺産登録に際し、和歌

山、三重、奈良の三県及び地

方整備局で調整を行い、熊野

古道を表すマークを変更・統

一して案内することとし、順次

整備を進めている。 
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5. 案内図板等 
5-1. 先進国の事例 

◇先進国名 

フランス 

 
◇出典 

国交省第 2 回観光活性化標識

ガイドライン検討会＜資料 2＞

都市保全計画／西村幸夫著 

 

 

◇状況 

●地域独自の案内サイン（図解入り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・フランスでは観光案内標識に

ついては、統一した基準はな

いものの、自治体単位にて観

光税を徴収し、その財源を基

に独自に設置している例もあ

る。 
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5-2. 国内先進地の事例 

◇県・市町村名 

静岡県 

 
◇出典 

静岡県第２回「しずおか公共サイ

ン整備ガイドライン」有識者会議

資料 1 公共サインの現状と課題・

対応方針（案） 

 

◇状況 

＜現行＞ 

●仕様が統一されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
様々な仕様の歩行者地図の例 

＜変更案＞ 

● ｉ マークの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●行政界を越えた表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ガイドラインによる歩行者地図例 

 

◇制限・誘導の内容 

【歩行者系サインの基本ルール】 

・「道路の移動円滑化整備ガイド

ライン」、「観光活性化標識ガイ

ドライン」等をベースに、統一的

な運用の考え方を整理し、県、

市町の設置者に周知を図る。 

・目的施設の誘導ルート上への

配置 （他の設置者との連携） 

・地図案内、誘導案内（矢羽根

案内）、施設案内の連携（起

点、分岐、到着確認） 

・誰でも使いやすく見やすいユニ

バーサルな設置仕様（設置高

さ、ピクト、文字、色） など 

【地図情報の基本ルール】 

・「地図を用いた道路案内標識ガ

イドブック」、「観光活性化標識

ガイドライン」等をベースに、わ

かりやすい地図の必要最低限

の基本事項を整理し、県、市町

の設置者に周知を図る。 

・距離感の分かる正確な地図 

・観光地一体の表示（隣接市町

の連携） 

・バリア情報（階段等）、バリアフリ

ー情報（エレベータ等）の表示 

 

行政界 
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◇県・市町村名 

京都府京都市 

 
◇出典 

京都市都市計画局歩く町京都

推進室 広報資料（平成 25 年

3 月 27 日） 

 

◇状況 

●四条大宮交差点南西角［乗り場案内板の改善］ 

＜現行＞            ＜変更案＞ 

 

 

 

 

 

 
●阪急大宮駅３番出口付近の東行バス乗場 

［乗場案内板，バス路線案内板の改善］ 

＜現行（南側）＞        ＜変更案＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜現行（北側）＞        ＜変更案＞ 

 

 

 

 

 

 

 
●叡電出町柳駅構内［乗場案内板の改善］ 

＜現行＞           ＜変更案＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・人と公共交通優先の「歩いて

楽しいまちづくり」を推進する

ため，平成２２年１月に「歩くま

ち・京都」総合交通戦略の先

行実施プロジェクトとして、洛

西地域を運行する鉄道・バス

事業者が連携し、事業者の枠

を超えて、鉄道との円滑な乗

継に配慮したバスの等間隔運

行や、駅やバス停での分かり

やすい時刻表・乗場案内表示

を整備することにより、利用し

やすい公共交通への改善が

図られているもの。 

 

 



 

- 15 - 

 

◇県・市町村名 

静岡県菊川市 

 
◇出典 

菊川市広報 2016.6 

◇状況 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・特別規制地域（平成 25 年 10

月１日に特別規制地域およ

び後退距離規制適用地域に

おける野立て案内図板の設

置許可基準が改正） 

・案内図板 

高さ…地上 5m 以下 

表示面積…片面 3 ㎡以内 

（ただし、表側と同じ形のも

のをぴったりくっつけて表示

する場合に限り、裏側にも表

示可能。） 

相互間距離…左右方向に 

50cm 以上、前後方向に 5m

以上 

 

◇県・市町村名 

和歌山県 

 
◇出典 

国交省第 1 回観光活性化標識

ガイドライン検討会＜資料 4＞ 

 

 

◇状況 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ ◇制限・誘導の内容 

・世界遺産登録を受けた「紀伊

山地の霊場と参詣道」にかか

る案内標識については、和歌

山県、三重県、奈良県の 3 県

で定めた共通ピクトグラムを使

用することや表示情報を整理

し、旅行者の理解の増進を図

ることとしている。 
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6. 案内板 
6-1. 先進国の事例 

◇先進国名 

オーストラリア、ニューサウスウ

ェールズ州 

 
◇出典 

TRANSPORT  CORRIDOR 

OUTDOOR  ADVERTISING 

ANDSIGNAGE GUIDELINES 
（輸送通路屋外広告と標識ガイ

ドライン） 

◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇制限・誘導の内容 

・農村地域では、高速道路出

口付近では可能。 

 

 ◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・風光明媚な景観を妨げては

いけない。 

◇状況（悪い例） 
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◇制限・誘導の内容 

・農村地域では目立ちすぎた

り、農村風景を損なってはい

けない。 

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・一つの敷地に多くの看板を出

してはいけない。 

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・一つの敷地には、シンプルな

広告物の方が効果的。 

◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・道路に沿って多くの看板が連

続して見える。 

 

◇状況（悪い例） 
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◇制限・誘導の内容 

・農村地域では、視線に沿って

1 つの看板しか見えてはいけ

ない。 

 

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・海外で見られる乱雑な看板の

例。 

  

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・スカイラインを妨げてはいな

い。周囲の自然環境にも影響

していない。 

  

◇状況（良い例） 
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◇制限・誘導の内容 

・看板がスカイラインを妨げて

いる。 

  

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・道路橋の建築要素を損なって

いない。 

・眺めを遮らない。 

・橋形と互換性を持つ広告物。 

  

◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・道路橋の最上部より突き出て

いる。橋の構造に合わせてい

ない。 

  

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・鉄道橋の基準を満たしてい

る。 

◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 20 - 

◇制限・誘導の内容 

・鉄道橋の構造物境界の広告

物。 

◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・色彩に配慮した事例。 

◇状況（良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇先進国名 

ドイツ バーデン 

 
◇出典 

環境・自然保護ドイツフライブ

ルク協会 BUND 

◇撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・アウトバーン（高速道路）での

看板規制 

・2005 年ごろから景観意識が

高まり、道端の大きなマクド

ナルド等の看板を撤去 
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◇先進国名 

ドイツ 

 
◇出典 

ニュースサイト 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・アウトバーン（高速道路）の主

要観光スポットの案内看板は

茶色で統一 

 

 

◇先進国名 

スイス 

 
◇出典 

ニュースサイト 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・道路の端から 150m の範囲に

ある広告間の最少距離など

を規制している 
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◇先進国名 

アメリカ カリフォルニア州 

 
◇出典 

庁内資料 

カリフォルニア州 HP 

◇LOGOS の状況（フリーフェイ（高速道路）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇TODS（農村部）の例示 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・フリーフェイ（高速道路）と農村

部で規格が分けられている。 

・フリーフェイ（高速道路）では、

年間 4～6 万円の利用料を支

払うことで掲示可能である。 

 

・LOGOS１つの広告物の大きさ 

幅 48 インチ×高さ 36 インチ 

（120cm×90cm） 

※板の中の１つの広告の大

きさ 

 

・TODS１つの広告物の大きさ 

幅 36 インチ×高さ 18 インチ 

（90cm×45cm） 

〔集合看板の場合〕 

 幅 72 インチ×高さ 18 インチ 

（180cm×45cm） 
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◇LOGOS：特定のサービス（燃料 食品 宿泊施設 キャンプ等）に対する集合看板 
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◇LOGOS：フリーフェイ（高速道路）での広告物の設置場所など 
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◇先進国名 

アメリカ、コロラド州 

 
◇出典 

Colorado Department of 

Transportation 

Outdoor Advertising Manual 
（コロラド運輸省屋外広告マニ

ュアル） 

◇規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・上りと下り、都市部と農村部で

相互間距離を区分している。 

・上段：農村部に向かう方向

は、都市部で 100 フィート（約

30m）間隔で設置可能、農村

部では 300 フィート（約 90m）

間隔で設置可能。 

・下段：都市部に向かう方向

は、都市部で 40 フィート（約

12m）間隔で設置可能、農村

部では 200 フィート（約 60m）

間隔で設置可能。 
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◇先進国名 

アメリカ、コロラド州 

 
◇出典 

コロラド州 HP 

◇LOGOS（フリーフェイ（高速道路）に掲示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇TODS（農村部に掲示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・フリーフェイ（高速道路）と農

村部で規格が分けられてい

る。 

・フリーフェイ（高速道路）では、

年間 4～6 万円の利用料を

支払うことで掲示可能であ

る。 
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◇LOGOS（フリーフェイ（高速道路）に掲示）の例 
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◇TODS（農村部に掲示）の例 
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◇先進国名 

アメリカ、モンタナ州 

 
◇出典 

OUTDOOR ADVERTISING 

CONTROL 
（屋外広告物規制） 

◇規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・インターチェンジ域の中には

サインを位置することはでき

ません。 

・500 フィート（約 150m）を超え

たことろから位置することが

できます。 

◇制限・誘導の内容 

・インターチェンジ域及びサー

ビスエリア域から 660 フィート

（約 200m）は位置することは

できません。 

◇規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・高さ30フィート（約9m）以下に

しか位置することはできませ

ん。 

◇規制 
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◇先進国名 

スイス 

◇出典 

トゥールガウ州の土木事務所の広告看板規制 
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◇先進国名 

韓国 ソウル市 

・緑地や住宅地の看板につい

て、詳細な規定がある 

 
◇出典 

屋外広告物ガイドラインマニュ

アル ソウル市 

◇規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・お店の店先等の案内看板に

ついては、なるべくシンボル

やロゴ、階数、連絡先のみを

表示し、それ以外の実写の

写真などの表示は避ける。 

・看板の面積の 80％以内に表

示して、余白をもたせるよう

にする。 

◇制限・誘導の内容 

・自然環境や歴史資源と隣接

する場合はなるべく自然材

料を適用する。 

 

◇規制 
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◇制限・誘導の内容 

・色彩について 

・看板の地色はなるべく黒

色使用を控える 

・記載内容の彩度 5 以下、

地色は 3 以下にする 

 

◇規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・なるべく 1 文字縦横 80cm

以内に納める 

・条件を外れる時は協議が必

要となる 

 

 

◇規制 
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◇先進国名 

中国 

 
◇出典 

温州市規制局ホームページ 

◇規制 

 

・温州市規制局では、主要道

路沿道等の広告物等につい

て、看板の大きさを下記の通り

規定している 

 

 

◇先進国名 

ケニア ナイロビ 

 
◇出典 

OUTDOOR ADVERTISING 

AND SIGNAGE POLICY 
（屋外広告物と標識の方針） 

◇状況（悪い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・サインを誤っておくと、スカイラ

インを阻害します。（高速道

路） 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・大きなビルボードは眺めを遮

って、スカイラインを阻害しま

す。（コミュニティ域） 

◇状況（悪い例） 
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6-2. 国内先進地の事例 

◇県・市町村名 

奈良県奈良市 

 
◇出典 

奈良市の屋外広告物の取り組み 

 

 

◇状況 

＜事前＞ 

 

 

 

 

 

 
＜事後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・奈良市では、古都奈良の景観

をより良くするために、各色彩

の彩度（鮮やかさ）を制限。色

彩の彩度をおとすことで、景観

に配慮した事例。 

・色彩の許可基準 

色…赤 

色相…0.1R～10.0R 

彩度：地色…10.0 以下／地色

以外…12.0 以下 

 

 

 

◇県・市町村名 

富山県 

 
◇出典 

富山県屋外広告物条例のしおり 

 

・事業所や営業所等の名称、住所、その案内する施設等に至るま

での距離、方向・矢印（地図）のみ 

・表示にあたっては、案内する距離、方向、矢印（地図）と事業所や

営業所等の名称がほぼ等しく認知されるものであること（施設名称

等が目立ち、方向・矢印、距離が認識されにくいなどの看板は、案

内誘導広告にあたらない） 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・案内誘導広告物 

（野立広告） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35 - 

 

◇県・市町村名 

富山県（富山県内の IC） 

 
◇出典 

日本サイン学会誌 第７号 

研究論文 インターチェンジのサ

イン計画 

 

◇問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇改善案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

〈問題点〉 

①乱立②重複③書き過ぎ 

④管理の悪さ⑤不適切な位置 

〈改善提案〉 

①サインシステムの導入 

②総合サインの導入 

③協議機関の設置 



 

- 36 - 

 

◇県・市町村名 

奈良県香芝市逢坂の交差点 

 
◇出典 

奈良県 HP 修景助成制度を活

用し景観改善した事例紹介 

 

 

◇状況 

●香芝市逢坂の交差点 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
●王寺町跨線橋の交差点 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・県の指定する道路沿道の広

告景観改善に向けて、助成

制度を実施。 

・禁止交差点における補助対

象物件（平成 22 年 10 月まで

に市町村の許可を受けて設

置されていた屋外広告物）す

べてが撤去、または景観配慮

型の広告への改修が完了。 
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◇県・市町村名 

神奈川県横浜市 保土ヶ谷バ

イパス 

 
◇出典 

国総研 〔実践〕道路景観を阻

害する屋外広告物等の除去・

改善と地域の景観づくりに関す

る事例集 

◇状況 

＜事前＞ 

 

 

 

 

 

 
＜事後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・禁止地域（保土ヶ谷バイパス

等）…路肩から両側 500m ま

での地域 

・合計 120 基の違反屋外広告

物を、広告業者に自主・自費

撤去させた。指導に従わない

広告業者 1 社を神奈川県警

に告発した。 

 

◇県・市町村名 

神奈川県鎌倉市 

◇出典 

国総研 〔実践〕道路景観を阻

害する屋外広告物等の除去・

改善と地域の景観づくりに関す

る事例集 

◇状況 

＜事前＞ 

 

 

 

 

 

 
＜事後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・「鎌倉市都市景観条例」の第

16 条「周辺景観との調和」を

根拠に、様々な指導、啓発な

どを進め、屋外広告物の色

彩・デザインなどを誘導。 

・「景観計画」により屋外広告

物の色彩・デザインなどに関

する基準が明文化され、屋外

広告物の色彩・デザイン等の

誘導は鎌倉市の景観づくりの

一環として制度化された。 
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◇県・市町村名 

福島県（磐梯山猪苗代地区） 

◇出典 

国交省観光立国の観点から見た屋外広告物

のあり方検討業務 報告書 

◇状況 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・福島県景観条例の景観形成重点地域。屋

外広告物条例の第一種特別規制地域に指

定。建植看板（野立看板）や電柱の袖看板

等の条例で不適格となる看板を撤去するよ

う義務づけた。 

・自治会、町内会、商工会、ペンション村等を

１単位として「優良景観形成住民協定」を締

結、協定内容に個別看板の集合化を位置

付けたところに対し、県は代替広告となる集

合看板を屋外広告物条例による「公共目的

用広告」として設置を許可し、規制地域に設

置可能とした。 

 

◇県・市町村名 

石川県金沢市（湯桶街道） 

 
◇出典 

国交省観光立国の観点から見た屋外広告物

のあり方検討業務 報告書 

 

 

◇状況 

＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・市は、沿道を屋外広告物条例の第６種禁止

地域に指定し、規制の代替措置として公共

サイン（集合看板）の設置を開始。看板に表

示している施設からは、看板の維持管理費

相当額として、年間３万円を徴収。この額は

自ら看板を設置する場合よりも安価とのこと

から、掲示希望が高い。 
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◇県・市町村名 

山梨県山中湖村 

 
◇出典 

富士箱根伊豆交流圏構想 国

際観光地にふさわしい屋外広

告物への取組 

 

 

◇状況 

＜整備前＞          ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞          ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・世界文化遺産の構成資産保

護の弾みとすると同時に「環

境美化宣言」を実施し、地域

住民が世界に誇れる「山中

湖」を目指すことを目的とした

「山中湖クリーンアップ作戦」

を実施。景観を阻害している

廃看板等の不要物を撤去。 

 

◇県・市町村名 

山梨県富士河口湖町 

◇出典 

富士箱根伊豆交流圏構想 国

際観光地にふさわしい屋外広

告物への取組 

◇状況 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・国道 139 号沿線（重点地域）

には 6 軒の類似ラブホテル

が存在し、それらが掲出する

違法看板が景観上大きな問

題となっていた。 

・県屋外広告物条例に定める

表 示 面 積 と な る よ う 改 善

（H21.10～H22.9 のプロジェク

ト） 

・景観保全型広告規制地区

（平成 27 年 4 月 1 日施行） 

 高さ…3m 以下／面積…1 方

向の表示面積が 1 ㎡以下 
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◇県・市町村名 

山梨県富士河口湖町 

 
◇出典 

富士箱根伊豆交流圏構想 国

際観光地にふさわしい屋外広

告物への取組 

 

 

◇状況 

＜整備前＞             ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞             ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・平成 11 年度より進めてきた

「集合看板整備事業」。 

・乱立していた許可基準不適

合看板に対して、集合看板へ

集約かつ是正を完了。 

 

◇県・市町村名 

山梨県富士宮市 

 
◇出典 

富士箱根伊豆交流圏構想 国

際観光地にふさわしい屋外広

告物への取組 

 

◇状況 

＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・自然公園法の特別地域内で

あるが、基準不適合の看板が

乱立。朝霧地区景観形成ワー

クショップ会議の活動で老朽

化等により美観を損ねていた

看板を撤去、案内看板の集約

化に関する活動に取り組ん

だ。 
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◇県・市町村名 

山梨県富士河口湖町 

 
◇出典 

国交省第 2 回観光活性化標識

ガイドライン検討会＜資料 2＞ 

 

 

 

◇状況 

●白馬村集合サイン事例 

＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞           ＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・景観ガイドプラン（サイン計画

／平成 10 年度） 

民間案内看板に対して集合

化を図る 

①形状の統一 

②盤面色彩の統一 

（地色は基本的に黒又は茶） 

・平成 11 年より民間案内看板

の集合化に取り組んでいる。

年に２～３箇所設置、今まで

に２０箇所程度設置している。 
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◇県・市町村名 

成田地域（千葉県） 

 
◇出典 

国交省 HP 1.整備手法別の取

組み事例 

 

 

◇状況 

＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

【現在地（観光地）から最寄の

駅までの帰路情報の多言語

化】 

・初めて訪れる外国人旅行者

にとって、帰路の交通手段等

の情報は、往路と同じく必要

な情報であり、観光地（現在

地）から最寄り駅（拠点駅）ま

での順路や交通手段情報等

の多言語化についても配慮

する必要がある。 

・往路と同じ経路で戻る場合で

も、往路と帰路とではバス番

号や車種が異なる場合もある

ため、分かりやすい誘導案内

が必要である。 
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◇県・市町村名 

静岡県富士市 

 
◇出典 

富士箱根伊豆交流圏構想 国際観光地にふさ

わしい屋外広告物への取組 

 

◇状況 

＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜現行＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

【IC 周辺の乱立防止策（景観形成型広告整備

地区）】 

・「富士市屋外広告物基本計画策定市民懇話

会」を設置、提言取りまとめ（H22） 

・県屋外広告物条例により、新東名新富士 IC 

へのアクセス道路（県道一色久沢線）を特別規

制地域に指定（H22） 

・富士市屋外広告物基本計画を策定（H23） 

・富士市屋外広告物条例を制定、平成 24 年 4 

月 1 日から施行（H24） 

・屋外広告物の規制誘導が特に必要な 6 地区

4 路線を広告整備地区に指定（H25） 

 

◇県・市町村名 

九州横断の道 やまなみハイウェイ 

 
◇出典 

・日本風景街道 案内看板、地図をつくる事例

集 

・案内板・標識サインに係る取組 九重町 

◇状況 

＜整備中＞ 

 

 

 

 

 

 
＜整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・国立公園内に観光客向けの誘導看板等が急

増し、観光資源でもある「やまなみらしい草原

景観」が損なわれることが問題となった。 

・このため、地域住民と行政等が協働してわかり

やすい案内・誘導と、良好な沿道景観の保全

を両立させる誘導看板のありかたを検討し、自

然と観光の共生を目指して、沿道の個別看板

を自主撤去し、通り名をつけた集合看板を設

置した。 
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◇県・市町村名 

福岡県古賀市 

 
◇出典 

古賀市 HP 違反広告物に対する取組み成果 

 

◇状況 

＜指導前＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜指導後＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜指導前＞ 

 

 

 

 

 

 

 
＜指導後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・主要幹線道路沿いの未申請屋外広告物の指

導に着手し、福岡県屋外広告物条例に適合

するように指導を行なっている。 

・福岡県屋外広告物条例の高さ基準に不適合

だったため、適正な高さとなるよう指導 

 

 

 

 

 
・市有地に設置している広告板を除却するよう

指導を行った。 
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7. その他 
7-1. ピクトグラムの事例 

◇県・市町村名 

宮城県仙台市 

 
◇出典 

・signs（No.7）【H28】（一般社団法人 日本屋

外広告業団体連合会） 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・2020 年東京オリンピックに向け、仙台市の

サイン表示は基本的に日本語、英語、ピク

トグラムの３言語とした。 

・ 店 の 入 り 口 に 貼 ら れ た 「 omotenashi 

SENDAI」のシート、店内のサービス内容

により、シールを選択して添付する。 
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7-2. カラーデザイン（地色・色数・イラスト） 

◇県・市町村名 

群馬県富岡市 

 
◇出典 

・signs（No.7）【H28】（一般社団法人 日本屋

外広告業団体連合会） 

◇状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制限・誘導の内容 

・富岡製糸場周辺の色調を抑えた電柱広

告。 

 

 

 

 

 

◇富岡市に提案されたカラーデザインプラン 
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7-3. 色彩に配慮した事例（海外） 

◇国名 

アメリカ合衆国 

 
◇出典 

Manual on Uniform Traffic Control 
Devices／Standard Highway Signs 

◇図 

 
 

 

 

 

 

 色相 彩度 明度 

赤 8~6R 7R 7R 

緑 0.5BG~5G 7.5G 7.5G 

黄 2Y~8.5YR 10YR 10YR 

茶 7YR~2.5YR 5YR 5YR 

青 5PB~10B 2.5PB 2.5PB 

橙 3.75YR~1.25

YR 

2.5YR 2.5YR 

◇制度の内容 

・アメリカの国道（Federal Highway）で

は、レクリエーションや文化的な施設

等の看板、観光や娯楽、リラクゼーシ

ョンなどの見どころについて、茶色と

白色の案内標識を用いる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•交通標識については、マンセル色票に

おける標準値が示されている 
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◇国名 

イギリス 

 
◇出典 

Design Manual for Roads and Bridges 
― Tourist Information Centres and 

Points 

◇図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇制度の内容 

・高速道路において、有料で観光看板

を設置できる。 

・看板色：茶色 

•初期費用：17,000～40,000 ポンド 

・対象となる施設（例） 

  ・テーマパーク、歴史的建造物、博

物館、動物園、ホテル、ゲストハウ

ス、キャンプ地、ピクニックサイト 

・対象外となる施設（例） 

  ・小売店、ショッピングセンター（飲食

店や店舗含む）、会議施設や展示

場 
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7-4. 観光施設を優遇した事例 

◇県・市町村名 

新潟県 

 
◇出典 

屋外広告物のしおり 美しいまちなみ

のために（Ｈ24.4 改訂版） 

◇図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇規制緩和の内容 

・高速道路の出入り口付近に観光地、

観光施設等の案内を行うために表示

し、又は設置する野立案内誘導看板 

【許可基準】 

①観光振興を目的とする法人その他の

団体又は観光施設の設置者など 5 者

以上が共同で設置する 

②表示面積：広告の数に 3 ㎡を乗じた

面積（最大 30 ㎡） 

③高さは 10m 以下 他 

 
・高速道路の休憩所又は給油所に観

光及び産業の振興に資する目的とし

て表示し、又は設置する野立広告板

等 

【許可基準】 

①対象：同上 

②表示面積：10 ㎡以内 

③高さ 3m 以内 他 
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◇県・市町村名 

青森県五所川原市 

 
◇出典 

屋外広告物について 

◇図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◇規制緩和の内容 

・広告板・広告塔について、許可道路

からの後退距離基準を撤廃 

•広告物の内容の許可基準 

◎観光地の案内図板 

◎町内案内図板・駅前案内図板 

◎名所、旧跡、史跡等の説明板 

◎公共掲示板 

•面積等の基準 

◎広告の種類ごとの基準を満たすも

の 

                 等 
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◇県・市町村名 

秋田県 

 
◇出典 

屋外広告物制度の概要 

 

 

 
 

◇規制緩和の内容 

・禁止地域内においても表示できる広

告物として観光地の広告物を対象とし

ている 

 
◇図 
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◇国名 

アメリカ 

◇出典 

Interstate LOGOS,L.L.C 

♦モンタナ州 

・ハイキング、ゴルフ、スキー、ボート、水泳、ピクニック、釣り、乗

馬が体験できるところ 他 

♦ユタ州 

・歴史的、文化的、レクリエーション体験施設、地域的に重要で

ある施設 

・公衆電話が設置されている 

・週 7 日、1 日最低でも 8 時間は対応可能な施設 

・20 台以上の駐車場 

・他の高速道路で案内を出していない 

・衛生設備、飲料水が提供できる 

・高速道路出口の 3 マイル以内に立地 

（農村部であれば条件がやや引き下げられている） 

・薬局（24 時間営業、週 7 日、出口 3 マイル以内） 

♦ネブラスカ州 

・娯楽、歴史、文化、レジャー活動を提供する地域の重要なス

ポット 

・十分な駐車場、近代的なトイレ、飲料水がある 

・ワイナリーや醸造所は少なくとも週 20 時間以上開館しているこ

と 

♦カンザス州 

・公園や野生生物等のツーリズムを扱う部局が認可した施設 

・10 台以上の駐車場があり、バス利用も可能である 

・年間 2000 人以上の来訪者を維持している施設 

♦ミネソタ州 

・コンサートホール等の施設は、2500 席以上を有し、年間 50 以

上のイベントを開催しているもの 

・薬局（24 時間営業、週 7 日、薬剤師が常駐）など 

 

 

 

◇制度の内容 

・TODS（ガソリン、食事、宿泊以外の観

光地等の案内標識について、州ごと

に規制緩和を行っている） 

・多くは歴史・文化スポット、自然、景勝

地を対象としている 

・対象となる施設（例） 

 ♦コロラド州 

・競技場、骨とう品店、農産物直売

所、土産店、歴史地区（墓地、宮

殿、寺社）、景勝地（岩場、崖、化

石採掘など）、アウトドア体験（ラフ

ティングなど） 

  ・季節性のある事業についても事業

中の時のみ掲示が可能（非営業時

は覆いで隠す） 

♦ミズーリ州 

・自然景勝地、史跡、文化遺産、レク

リエション体験地 

・10 台以上の駐車場がある 

・公衆トイレがある 

・12 か月以上の設置見込がある 

・看板設置地点から 15 マイル以内 

♦ミネソタ州 

・ギャラリー、博物館、歴史的な建物・

墓地、史跡、歴史地区、発電所、

研究施設、競馬場、水族園、植物

園、遊園地、キャンプ場、動物園、

醸造所、蒸留所、温室、野生動物

観察地など 

 


